
 

○ 総 務 省 令 第 百 号 

 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 等 の 一

部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 六 年 十 一 月 二 十 八 日 

                                 総 務 大 臣 村 上 誠 一 郎 

   事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

 （ 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄

に 掲 げ る も の の よ う に 改 め る 。 

  



 

 

改  正  後 改  正  前 
（ 通 話 品 質 ） 

第 三 十 四 条 事 業 用 電 気 通 信 設 備 （ 電 気 通 信 回 線 設 備 に 限 る 。 次 条 第 三 号 及 び 第 四 号 に お い て 同 じ

。 ） に ア ナ ロ グ 電 話 端 末 （ 端 末 設 備 で あ つ て 、 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る 点 に お い て 二 線

式 の 接 続 形 式 で 接 続 さ れ る も の を い う 。 ） で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 送 話 ラ ウ ド ネ ス 定

格 及 び 受 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 に 適 合 す る も の （ 以 下 こ の 条 、 第 三 十 五 条 の 十 八 第 一 項 、 第 三 十 五 条

の 十 九 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 六 条 の 五 第 一 項 に お い て 単 に 「 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 」 と い う 。 ） を 接

続 し た 場 合 の 通 話 品 質 は 、 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 と 端 末 回 線 に 接 続 さ れ る 交 換 設 備 と の 間 の 送 話 ラ ウ

ド ネ ス 定 格 は 一 五 デ シ ベ ル 以 下 で あ り 、 か つ 、 受 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 は 六 デ シ ベ ル 以 下 で な け れ ば

な ら な い 。 

（ 通 話 品 質 ） 

第 三 十 四 条 事 業 用 電 気 通 信 設 備 （ 電 気 通 信 回 線 設 備 に 限 る 。 次 条 第 三 号 及 び 第 四 号 に お い て 同 じ

。 ） に 端 末 規 則 第 二 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る ア ナ ロ グ 電 話 端 末 で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示

す る 送 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 及 び 受 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 に 適 合 す る も の （ 以 下 こ の 条 、 第 三 十 五 条 の 十

八 第 一 項 、 第 三 十 五 条 の 十 九 の 二 第 一 項 及 び 第 三 十 六 条 の 五 第 一 項 に お い て 「 ア ナ ロ グ 電 話 端 末

」 と い う 。 ） を 接 続 し た 場 合 の 通 話 品 質 は 、 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 と 端 末 回 線 に 接 続 さ れ る 交 換 設 備

と の 間 の 送 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 は 一 五 デ シ ベ ル 以 下 で あ り 、 か つ 、 受 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 は 六 デ シ ベ

ル 以 下 で な け れ ば な ら な い 。 

 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 特 定 端 末 設 備 ） 

第 三 十 五 条 の 二 の 七 二 線 式 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 （ 特 定 端 末 設 備 に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の

技 術 基 準 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る 。 

２ 端 末 規 則 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 二 線 式 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 ま で 」

と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 三 十 五 条 の 二 の 七 第 一

項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 特 定 端 末 設 備 ） 

第 三 十 五 条 の 二 の 七 端 末 規 則 第 四 章 第 一 節 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 二 線 式 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備

（ 特 定 端 末 設 備 に 限 る 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 端 末 規 則 第 十 三 条 第 一 項 及 び

第 三 十 五 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 同 条 中 「 第 四 章 か ら 前

章 」 と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 三 十 五 条 の 二 の 七

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 四 章 第 一 節 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

 

（ 通 話 品 質 ） 

第 三 十 五 条 の 四 事 業 用 電 気 通 信 設 備 （ 電 気 通 信 回 線 設 備 に 限 る 。 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） に

総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 （ 端 末 設 備 で あ つ て 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 接 続 し た 場 合 の 通 話 品 質 は 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 と 端 末 回 線 に 接 続 さ れ る 交 換

設 備 と の 間 の 送 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 は 十 一 デ シ ベ ル 以 下 で あ り 、 か つ 、 受 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 は 五 デ

シ ベ ル 以 下 で な け れ ば な ら な い 。 

（ 通 話 品 質 ） 

第 三 十 五 条 の 四 事 業 用 電 気 通 信 設 備 （ 電 気 通 信 回 線 設 備 に 限 る 。 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） に

総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 （ 端 末 規 則 第 二 条 第 二 項 第 十 三 号 に 規 定 す る 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 を い う

。 以 下 同 じ 。 ） を 接 続 し た 場 合 の 通 話 品 質 は 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 と 端 末 回 線 に 接 続 さ れ る 交

換 設 備 と の 間 の 送 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 は 十 一 デ シ ベ ル 以 下 で あ り 、 か つ 、 受 話 ラ ウ ド ネ ス 定 格 は 五

デ シ ベ ル 以 下 で な け れ ば な ら な い 。 

（ 特 定 端 末 設 備 ） 

第 三 十 五 条 の 七 の 二 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 （ 特 定 端 末 設 備 に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 技

術 基 準 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る 。 

２ 端 末 規 則 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て

、 同 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 ま で 」 と

あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 三 十 五 条 の 七 の 二 第 一 項

」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 特 定 端 末 設 備 ） 

第 三 十 五 条 の 七 の 二 端 末 規 則 第 六 章 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 （ 特 定 端

末 設 備 に 限 る 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は

「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 」 と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六

十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 三 十 五 条 の 七 の 二 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 六 章 」 と 読 み 替 え る

も の と す る 。 

（ 特 定 端 末 設 備 ） 

第 四 十 五 条 の 九 二 線 式 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 （ 特 定 端 末 設 備 に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 技 術

基 準 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る 。 

２ 端 末 規 則 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 二 線 式 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 ま で 」

と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 四 十 五 条 の 九 第 一 項 」

（ 特 定 端 末 設 備 ） 

第 四 十 五 条 の 九 端 末 規 則 第 四 章 第 一 節 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 二 線 式 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 （ 特

定 端 末 設 備 に 限 る 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 端 末 規 則 第 十 三 条 第 一 項 及 び 第 三

十 五 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 同 条 中 「 第 四 章 か ら 前 章 」

と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 四 十 五 条 の 九 第 一 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 四 章 第 一 節 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 



 

 

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３ 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 （ 特 定 端 末 設 備 に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 技 術 基 準 は 、 総 務 大

臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る 。 

４ 端 末 規 則 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て

、 同 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 ま で 」 と

あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 四 十 五 条 の 九 第 三 項 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。 

５ 端 末 規 則 第 四 章 第 三 節 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 電 気 通 信 番 号 規 則 別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電

話 番 号 を 使 用 し て 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 （ 特 定 端 末 設 備

に 限 る 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 端 末 規 則 第 三 十 五 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と

あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 ま で 」 と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備

規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 四 十 五 条 の 九 第 五 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 四 章

第 三 節 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

２ 端 末 規 則 第 六 章 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 （ 特 定 端 末 設 備 に 限 る 。 ）

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事

業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 」 と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三

十 号 ） 第 四 十 五 条 の 九 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 六 章 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３ 端 末 規 則 第 四 章 第 三 節 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 は 、 電 気 通 信 番 号 規 則 別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電

話 番 号 を 使 用 し て 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 （ 特 定 端 末 設 備

に 限 る 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 端 末 規 則 第 三 十 五 条 中 「 電 気 通 信 事 業 者 」 と

あ る の は 「 当 該 電 気 通 信 事 業 者 」 と 、 「 第 四 章 か ら 前 章 」 と あ る の は 「 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則

（ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 四 十 五 条 の 九 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 四 章 第 三

節 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

 

備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

 

 （ 端 末 設 備 等 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条  端 末 設 備 等 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ

れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ

れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。



 

 

改  正  後 改  正  前 
目 次 目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

第 四 章 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る 端 末 設 備 第 四 章 ［ 同 上 ］ 

第 一 節 削 除 第 一 節 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 （ 第 十 条 ― 第 十 六 条 ） 

［ 第 二 節 略 ］ ［ 第 二 節 同 上 ］ 

第 三 節 固 定 電 話 端 末 （ 第 三 十 二 条 の 二 ― 第 三 十 二 条 の 九 ） 第 三 節 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 （ 第 三 十 二 条 の 二 ― 第 三 十 二 条 の 九 ） 

［ 第 四 節 略 ］ ［ 第 四 節 同 上 ］ 

［ 第 五 章 略 ］ ［ 第 五 章 同 上 ］ 

第 六 章 削 除 第 六 章 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 に 接 続 さ れ る 端 末 設 備 （ 第 三 十 四 条 の 二 ― 第 三 十 四 条 の 七 ） 

［ 第 七 章 ～ 第 九 章 略 ］ ［ 第 七 章 ～ 第 九 章 同 上 ］ 

附 則 附 則 

（ 定 義 ） （ 定 義 ） 

第 二 条 ［ 略 ］ 第 二 条 ［ 同 上 ］ 

２ こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 に つ い て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。 ２ ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 及 び 三 削 除 二 「 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 」 と は 、 電 話 用 設 備 で あ つ て 、 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 を 接

続 す る 点 に お い て ア ナ ロ グ 信 号 を 入 出 力 と す る も の を い う 。 

 三 「 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 」 と は 、 端 末 設 備 で あ つ て 、 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る 点 に お

い て 二 線 式 の 接 続 形 式 で 接 続 さ れ る も の を い う 。 

［ 四 ・ 五 略 ］ ［ 四 ・ 五 同 上 ］ 

六 「 固 定 電 話 用 設 備 」 と は 、 電 話 用 設 備 で あ つ て 、 電 気 通 信 番 号 規 則 （ 令 和 元 年 総 務 省 令 第

四 号 ） 別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電 話 番 号 を 使 用 し て 提 供 す る 音 声 伝 送 役 務 の 用 に 供 す る も の

を い う 。 

六 「 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 」 と は 、 電 話 用 設 備 （ 電 気 通 信 番 号 規 則 （ 令 和 元

年 総 務 省 令 第 四 号 ） 別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電 話 番 号 を 使 用 し て 提 供 す る 音 声 伝 送 役 務 の 用

に 供 す る も の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に お い て イ ン タ

ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 使 用 す る も の を い う 。 

七 「 固 定 電 話 端 末 」 と は 、 端 末 設 備 で あ つ て 、 固 定 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の を い う 。 七 「 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 」 と は 、 端 末 設 備 で あ つ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト

コ ル 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の を い う 。 

［ 八 ～ 十 一 略 ］ ［ 八 ～ 十 一 同 上 ］ 

十 二 及 び 十 三 削 除 十 二 「 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 」 と は 、 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 で あ つ

て 、 主 と し て 六 四 キ ロ ビ ッ ト 毎 秒 を 単 位 と す る デ ジ タ ル 信 号 の 伝 送 速 度 に よ り 、 符 号 、 音 声

そ の 他 の 音 響 又 は 影 像 を 統 合 し て 伝 送 交 換 す る こ と を 目 的 と す る 電 気 通 信 役 務 の 用 に 供 す る

も の を い う 。 

 十 三 「 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 」 と は 、 端 末 設 備 で あ つ て 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 に 接 続 さ

れ る も の を い う 。 

［ 十 四 ～ 十 九 略 ］ ［ 十 四 ～ 十 九 同 上 ］ 



 

 

二 十 削 除 二 十 「 直 流 回 路 」 と は 、 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 を 接 続 す る 点 に お い て 二 線 式 の 接 続

形 式 を 有 す る ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 に 接 続 し て 電 気 通 信 事 業 者 の 交 換 設 備 の 動 作 の 開 始 及 び 終

了 の 制 御 を 行 う た め の 回 路 を い う 。 

［ 二 十 一 ～ 二 十 五 略 ］ ［ 二 十 一 ～ 二 十 五 同 上 ］ 

（ 絶 縁 抵 抗 等 ） （ 絶 縁 抵 抗 等 ） 

第 六 条 端 末 設 備 の 機 器 は 、 そ の 電 源 回 路 と 筐
き よ う

体 及 び そ の 電 源 回 路 と 事 業 用 電 気 通 信 設 備 と の 間

に 次 の 絶 縁 抵 抗 及 び 絶 縁 耐 力 を 有 し な け れ ば な ら な い 。 

第 六 条 ［ 同 上 ］ 

一 絶 縁 抵 抗 は 、 使 用 電 圧 が 二 五 〇 ボ ル ト 以 下 の 場 合 に あ つ て は 、 二 メ ガ オ ー ム 以 上 で あ る こ

と 。 

一 絶 縁 抵 抗 は 、 使 用 電 圧 が 三 〇 〇 ボ ル ト 以 下 の 場 合 に あ つ て は 、 〇 ・ 二 メ ガ オ ー ム 以 上 で あ

り 、 三 〇 〇 ボ ル ト を 超 え 七 五 〇 ボ ル ト 以 下 の 直 流 及 び 三 〇 〇 ボ ル ト を 超 え 六 〇 〇 ボ ル ト 以 下

の 交 流 の 場 合 に あ つ て は 、 〇 ・ 四 メ ガ オ ー ム 以 上 で あ る こ と 。 

二 絶 縁 耐 力 は 、 使 用 電 圧 が 二 五 〇 ボ ル ト を 超 え る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 五 〇 〇 ボ ル ト の 電 圧

を 連 続 し て 一 分 間 加 え た と き こ れ に 耐 え る こ と 。 

二 絶 縁 耐 力 は 、 使 用 電 圧 が 七 五 〇 ボ ル ト を 超 え る 直 流 及 び 六 〇 〇 ボ ル ト を 超 え る 交 流 の 場 合

に あ つ て は 、 そ の 使 用 電 圧 の 一 ・ 五 倍 の 電 圧 を 連 続 し て 一 〇 分 間 加 え た と き こ れ に 耐 え る こ

と 。 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

第 四 章 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る 端 末 設 備 第 四 章 ［ 同 上 ］ 

第 一 節 削 除 第 一 節 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 

第 十 条 か ら 第 十 六 条 ま で 削 除 （ 基 本 的 機 能 ） 

 第 十 条 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 の 直 流 回 路 は 、 発 信 又 は 応 答 を 行 う と き 閉 じ 、 通 信 が 終 了 し た と き 開

く も の で な け れ ば な ら な い 。 

 （ 発 信 の 機 能 ） 

 第 十 一 条 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 は 、 発 信 に 関 す る 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 一 自 動 的 に 選 択 信 号 を 送 出 す る 場 合 に あ つ て は 、 直 流 回 路 を 閉 じ て か ら 三 秒 以 上 経 過 後 に 選

択 信 号 の 送 出 を 開 始 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 電 気 通 信 回 線 か ら の 発 信 音 又 は こ れ に 相

当 す る 可 聴 音 を 確 認 し た 後 に 選 択 信 号 を 送 出 す る 場 合 に あ つ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 二 発 信 に 際 し て 相 手 の 端 末 設 備 か ら の 応 答 を 自 動 的 に 確 認 す る 場 合 に あ つ て は 、 電 気 通 信 回

線 か ら の 応 答 が 確 認 で き な い 場 合 選 択 信 号 送 出 終 了 後 二 分 以 内 に 直 流 回 路 を 開 く も の で あ る

こ と 。 

 三 自 動 再 発 信 （ 応 答 の な い 相 手 に 対 し 引 き 続 い て 繰 り 返 し 自 動 的 に 行 う 発 信 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 行 う 場 合 （ 自 動 再 発 信 の 回 数 が 一 五 回 以 内 の 場 合 を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 そ の 回 数

は 最 初 の 発 信 か ら 三 分 間 に 二 回 以 内 で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 最 初 の 発 信 か ら 三 分 を

超 え て 行 わ れ る 発 信 は 、 別 の 発 信 と み な す 。 

 四 前 号 の 規 定 は 、 火 災 、 盗 難 そ の 他 の 非 常 の 場 合 に あ つ て は 、 適 用 し な い 。 

 （ 選 択 信 号 の 条 件 ） 

 第 十 二 条 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 の 選 択 信 号 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 ダ イ ヤ ル パ ル ス に あ つ て は 、 別 表 第 一 号 の 条 件 

 二 押 し ボ タ ン ダ イ ヤ ル 信 号 に あ つ て は 、 別 表 第 二 号 の 条 件 

 （ 緊 急 通 報 機 能 ） 



 

 

 第 十 二 条 の 二 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 で あ つ て 、 通 話 の 用 に 供 す る も の は 、 電 気 通 信 番 号 規 則 別 表 第

十 二 号 に 掲 げ る 緊 急 通 報 番 号 を 使 用 し た 警 察 機 関 、 海 上 保 安 機 関 又 は 消 防 機 関 へ の 通 報 （ 以 下

「 緊 急 通 報 」 と い う 。 ） を 発 信 す る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 （ 直 流 回 路 の 電 気 的 条 件 等 ） 

 第 十 三 条 直 流 回 路 を 閉 じ て い る と き の ア ナ ロ グ 電 話 端 末 の 直 流 回 路 の 電 気 的 条 件 は 、 次 の と お

り で な け れ ば な ら な い 。 

 一 直 流 回 路 の 直 流 抵 抗 値 は 、 二 〇 ミ リ ア ン ペ ア 以 上 一 二 〇 ミ リ ア ン ペ ア 以 下 の 電 流 で 測 定 し

た 値 で 五 〇 オ ー ム 以 上 三 〇 〇 オ ー ム 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 直 流 回 路 の 直 流 抵 抗 値 と 電 気

通 信 事 業 者 の 交 換 設 備 か ら ア ナ ロ グ 電 話 端 末 ま で の 線 路 の 直 流 抵 抗 値 の 和 が 五 〇 オ ー ム 以 上

一 、 七 〇 〇 オ ー ム 以 下 の 場 合 に あ つ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

 二 ダ イ ヤ ル パ ル ス に よ る 選 択 信 号 送 出 時 に お け る 直 流 回 路 の 静 電 容 量 は 、 三 マ イ ク ロ フ ア ラ

ド 以 下 で あ る こ と 。 

 ２ 直 流 回 路 を 開 い て い る と き の ア ナ ロ グ 電 話 端 末 の 直 流 回 路 の 電 気 的 条 件 は 、 次 の と お り で な

け れ ば な ら な い 。 

 一 直 流 回 路 の 直 流 抵 抗 値 は 、 一 メ ガ オ ー ム 以 上 で あ る こ と 。 

 二 直 流 回 路 と 大 地 の 間 の 絶 縁 抵 抗 は 、 直 流 二 〇 〇 ボ ル ト 以 上 の 一 の 電 圧 で 測 定 し た 値 で 一 メ

ガ オ ー ム 以 上 で あ る こ と 。 

 三 呼 出 信 号 受 信 時 に お け る 直 流 回 路 の 静 電 容 量 は 、 三 マ イ ク ロ フ ア ラ ド 以 下 で あ り 、 イ ン ピ

ー ダ ン ス は 、 七 五 ボ ル ト 、 一 六 ヘ ル ツ の 交 流 に 対 し て 二 キ ロ オ ー ム 以 上 で あ る こ と 。 

 ３ ア ナ ロ グ 電 話 端 末 は 、 電 気 通 信 回 線 に 対 し て 直 流 の 電 圧 を 加 え る も の で あ つ て は な ら な い 。 

 （ 送 出 電 力 ） 

 第 十 四 条 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 の 送 出 電 力 の 許 容 範 囲 は 、 通 話 の 用 に 供 す る 場 合 を 除 き 、 別 表 第 三

号 の と お り と す る 。 

 （ 漏 話 減 衰 量 ） 

 第 十 五 条 複 数 の 電 気 通 信 回 線 と 接 続 さ れ る ア ナ ロ グ 電 話 端 末 の 回 線 相 互 間 の 漏 話 減 衰 量 は 、 一

、 五 〇 〇 ヘ ル ツ に お い て 七 〇 デ シ ベ ル 以 上 で な け れ ば な ら な い 。 

 （ 特 殊 な ア ナ ロ グ 電 話 端 末 ） 

 第 十 六 条 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 の う ち 、 第 十 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ る こ と が 著 し く 不 合 理 な も

の で あ つ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示

す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 発 信 の 機 能 ） （ 発 信 の 機 能 ） 

第 十 八 条 移 動 電 話 端 末 は 、 発 信 に 関 す る 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 第 十 八 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 自 動 再 発 信 （ 応 答 の な い 相 手 に 対 し 引 き 続 い て 繰 り 返 し 自 動 的 に 行 う 発 信 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 そ の 回 数 は 二 回 以 内 で あ る こ と 。 た だ し 、 最 初 の 発 信 か ら 三

分 を 超 え た 場 合 に あ つ て は 、 別 の 発 信 と み な す 。 

二 自 動 再 発 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 そ の 回 数 は 二 回 以 内 で あ る こ と 。 た だ し 、 最 初 の 発 信

か ら 三 分 を 超 え た 場 合 に あ つ て は 、 別 の 発 信 と み な す 。 

［ 三 略 ］ ［ 三 同 上 ］ 



 

 

（ 緊 急 通 報 機 能 ） （ 緊 急 通 報 機 能 ） 
第 二 十 八 条 の 二 移 動 電 話 端 末 で あ つ て 、 通 話 の 用 に 供 す る も の は 、 電 気 通 信 番 号 規 則 別 表 第 十

二 号 に 掲 げ る 緊 急 通 報 番 号 を 使 用 し た 警 察 機 関 、 海 上 保 安 機 関 又 は 消 防 機 関 （ 以 下 「 警 察 機 関

等 」 と い う 。 ） へ の 通 報 （ 以 下 「 緊 急 通 報 」 と い う 。 ） を 発 信 す る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な

い 。 

第 二 十 八 条 の 二 移 動 電 話 端 末 で あ つ て 、 通 話 の 用 に 供 す る も の は 、 緊 急 通 報 を 発 信 す る 機 能 を

備 え な け れ ば な ら な い 。 

（ 送 出 電 力 ） （ ア ナ ロ グ 電 話 端 末 等 と 通 信 す る 場 合 の 送 出 電 力 ） 

第 三 十 条 移 動 電 話 端 末 の 送 出 電 力 の 許 容 範 囲 は 、 通 話 の 用 に 供 す る 場 合 を 除 き 、 別 表 第 四 号 の

と お り と す る 。 

第 三 十 条 移 動 電 話 端 末 の 送 出 電 力 の 許 容 範 囲 は 、 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 、 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 で

あ つ て 、 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る 点 に お い て 二 線 式 の 接 続 形 式 で 接 続 さ れ る も の （ 以

下 「 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 等 」 と い う 。 ） と 通 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 通 話 の 用 に 供 す る 場 合 を 除

き 、 別 表 第 四 号 の と お り と す る 。 

    第 三 節 固 定 電 話 端 末     第 三 節 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 

 （ 基 本 的 機 能 ）  （ 基 本 的 機 能 ） 

第 三 十 二 条 の 二 固 定 電 話 端 末 は 、 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 第 三 十 二 条 の 二 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 は 、 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

 （ 発 信 の 機 能 ）  （ 発 信 の 機 能 ） 

第 三 十 二 条 の 三 固 定 電 話 端 末 は 、 発 信 に 関 す る 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 第 三 十 二 条 の 三 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 は 、 発 信 に 関 す る 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば

な ら な い 。 

 ［ 一 ～ 三 略 ］  ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

 （ 識 別 情 報 登 録 ）  （ 識 別 情 報 登 録 ） 

第 三 十 二 条 の 四 固 定 電 話 端 末 の う ち 、 識 別 情 報 （ 固 定 電 話 端 末 を 識 別 す る た め の 情 報 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） の 登 録 要 求 （ 固 定 電 話 端 末 が 、 固 定 電 話 用 設 備 に 識 別 情 報 の 登 録 を 行 う た め の 要

求 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う も の は 、 識 別 情 報 の 登 録 が な さ れ な い 場 合 で あ つ て 、 再 び 登 録

要 求 を 行 お う と す る と き は 、 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 二 条 の 四 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 の う ち 、 識 別 情 報 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト

コ ル 電 話 端 末 を 識 別 す る た め の 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 登 録 要 求 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト

コ ル 電 話 端 末 が 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 に 識 別 情 報 の 登 録 を 行 う た め の 要 求 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う も の は 、 識 別 情 報 の 登 録 が な さ れ な い 場 合 で あ つ て 、 再 び 登 録 要 求

を 行 お う と す る と き は 、 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 一 固 定 電 話 用 設 備 か ら の 待 機 時 間 を 指 示 す る 信 号 を 受 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 待 機 時 間

に 従 い 登 録 要 求 を 行 う た め の 信 号 を 送 信 す る も の で あ る こ と 。 

 一 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 か ら の 待 機 時 間 を 指 示 す る 信 号 を 受 信 す る 場 合 に あ

つ て は 、 当 該 待 機 時 間 に 従 い 登 録 要 求 を 行 う た め の 信 号 を 送 信 す る も の で あ る こ と 。 

 二 固 定 電 話 用 設 備 か ら の 待 機 時 間 を 指 示 す る 信 号 を 受 信 し な い 場 合 に あ つ て は 、 端 末 設 備 ご

と に 適 切 に 設 定 さ れ た 待 機 時 間 の 後 に 登 録 要 求 を 行 う た め の 信 号 を 送 信 す る も の で あ る こ と

。 

 二 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 か ら の 待 機 時 間 を 指 示 す る 信 号 を 受 信 し な い 場 合 に

あ つ て は 、 端 末 設 備 ご と に 適 切 に 設 定 さ れ た 待 機 時 間 の 後 に 登 録 要 求 を 行 う た め の 信 号 を 送

信 す る も の で あ る こ と 。 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

 （ ふ く そ う 通 知 機 能 ）  （ ふ く そ う 通 知 機 能 ） 

第 三 十 二 条 の 五 固 定 電 話 端 末 は 、 固 定 電 話 用 設 備 か ら ふ く そ う が 発 生 し て い る 旨 の 信 号 を 受 信

し た 場 合 に そ の 旨 を 利 用 者 に 通 知 す る た め の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 二 条 の 五 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備

か ら ふ く そ う が 発 生 し て い る 旨 の 信 号 を 受 信 し た 場 合 に そ の 旨 を 利 用 者 に 通 知 す る た め の 機 能

を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 （ 緊 急 通 報 機 能 ）  （ 緊 急 通 報 機 能 ） 

第 三 十 二 条 の 六 固 定 電 話 端 末 で あ つ て 、 通 話 の 用 に 供 す る も の は 、 緊 急 通 報 を 発 信 す る 機 能 を

備 え な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 二 条 の 六 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 で あ つ て 、 通 話 の 用 に 供 す る も の は 、 緊 急

通 報 を 発 信 す る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 



 

 

 （ 電 気 的 条 件 等 ）  （ 電 気 的 条 件 等 ） 
第 三 十 二 条 の 七 固 定 電 話 端 末 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 気 的 条 件 及 び 光 学 的 条 件 の い ず れ

か の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 二 条 の 七 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 気 的 条 件 及

び 光 学 的 条 件 の い ず れ か の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ 固 定 電 話 端 末 は 、 電 気 通 信 回 線 に 対 し て 直 流 の 電 圧 を 加 え る も の で あ つ て は な ら な い 。 た だ

し 、 前 項 に 規 定 す る 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に お い て 直 流 重 畳 が 認 め ら れ る 場 合 に あ つ て

は 、 こ の 限 り で な い 。 

２ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 は 、 電 気 通 信 回 線 に 対 し て 直 流 の 電 圧 を 加 え る も の で あ

つ て は な ら な い 。 た だ し 、 前 項 に 規 定 す る 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に お い て 直 流 重 畳 が 認

め ら れ る 場 合 に あ つ て は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 送 出 電 力 ） （ ア ナ ロ グ 電 話 端 末 等 と 通 信 す る 場 合 の 送 出 電 力 ） 

第 三 十 二 条 の 八 固 定 電 話 端 末 の 送 出 電 力 は 、 通 話 の 用 に 供 す る 場 合 を 除 き 、 別 表 第 五 号 の と お

り と す る 。 

第 三 十 二 条 の 八 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 が ア ナ ロ グ 電 話 端 末 等 と 通 信 す る 場 合 に あ

つ て は 、 通 話 の 用 に 供 す る 場 合 を 除 き 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 と ア ナ ロ グ 電 話

用 設 備 と の 接 続 点 に お い て デ ジ タ ル 信 号 を ア ナ ロ グ 信 号 に 変 換 し た 送 出 電 力 は 、 別 表 第 五 号 の

と お り と す る 。 

 （ 特 殊 な 固 定 電 話 端 末 ）  （ 特 殊 な イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 ） 

第 三 十 二 条 の 九 固 定 電 話 端 末 の う ち 、 第 三 十 二 条 の 二 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ る こ と が 著 し く

不 合 理 な も の で あ つ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣

が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 二 条 の 九 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 の う ち 、 第 三 十 二 条 の 二 か ら 前 条 ま で の 規

定 に よ る こ と が 著 し く 不 合 理 な も の で あ つ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の は 、 こ れ ら の 規 定 に

か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 緊 急 通 報 機 能 ） （ 緊 急 通 報 機 能 ） 

第 三 十 二 条 の 二 十 三 ［ 略 ］ 第 三 十 二 条 の 二 十 三 ［ 同 上 ］ 

２ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 （ 一 の 当 該 端 末 に つ き 複 数 の イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト

コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 （ 当 該 端 末 を 特 定 す る た め の 情 報 で あ つ て 、 チ ヤ ネ ル の 設 定 に 当 た

つ て 使 用 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 設 定 す る こ と が で き 、 か つ 、 設 定 さ れ た い ず れ の

イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 に 対 応 す る 電 気 通 信 番 号 に 係 る 着 信 で あ つ て

も 、 必 要 に 応 じ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 を 自 動 的 に 切 り 替 え て 応 答

で き る も の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 通 話 の 用 に 供 す る も の は 、 緊 急 通 報 が 警 察 機 関 等 に 正 常 に 接

続 さ れ な い と き は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 を 自 動 的 に 切 り 替 え て 緊

急 通 報 を 発 信 す る 機 能 （ 発 信 前 に 利 用 者 へ の 確 認 を 行 う も の を 含 む 。 ） を 備 え な け れ ば な ら な

い 。 

［ 新 設 ］ 

（ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能 ）  （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能 ） 

第 三 十 二 条 の 二 十 四 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移

動 電 話 端 末 特 定 情 報 に 関 す る 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 二 条 の 二 十 四 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移

動 電 話 端 末 固 有 情 報 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 を 特 定 す る た め の 情 報 で あ つ て

、 チ ヤ ネ ル の 設 定 に 当 た つ て 使 用 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 次 の 機 能 を 備 え な

け れ ば な ら な い 。 

一 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 外 し が で き

な い こ と 。 

 一 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 外 し が で き

な い こ と 。 

二 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 は 、 容 易 に 書 換 え が で き な い こ と 。  二 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 換 え が で き な い こ と 。 

三 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 特 定 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 に

つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。 

 三 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 に

つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。 

第 六 章 削 除 第 六 章 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 に 接 続 さ れ る 端 末 設 備 



 

 

第 三 十 四 条 の 二 か ら 第 三 十 四 条 の 七 ま で 削 除 （ 基 本 的 機 能 ） 

 第 三 十 四 条 の 二 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 は 、 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大

臣 が 別 に 告 示 す る 場 合 は こ の 限 り で な い 。 

 一 発 信 又 は 応 答 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 呼 設 定 用 メ ッ セ ー ジ を 送 出 す る も の で あ る こ と 。 

 二 通 信 を 終 了 す る 場 合 に あ つ て は 、 呼 切 断 用 メ ッ セ ー ジ を 送 出 す る も の で あ る こ と 。 

 （ 発 信 の 機 能 ） 

 第 三 十 四 条 の 三 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 は 、 発 信 に 関 す る 次 の 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 一 発 信 に 際 し て 相 手 の 端 末 設 備 か ら の 応 答 を 自 動 的 に 確 認 す る 場 合 に あ つ て は 、 電 気 通 信 回

線 か ら の 応 答 が 確 認 で き な い 場 合 呼 設 定 メ ッ セ ー ジ 送 出 終 了 後 二 分 以 内 に 呼 切 断 用 メ ッ セ ー

ジ を 送 出 す る も の で あ る こ と 。 

 二 自 動 再 発 信 を 行 う 場 合 （ 自 動 再 発 信 の 回 数 が 一 五 回 以 内 の 場 合 を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 そ

の 回 数 は 最 初 の 発 信 か ら 三 分 間 に 二 回 以 内 で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 最 初 の 発 信 か ら

三 分 を 超 え て 行 わ れ る 発 信 は 、 別 の 発 信 と み な す 。 

 三 前 号 の 規 定 は 、 火 災 、 盗 難 そ の 他 の 非 常 の 場 合 に あ つ て は 、 適 用 し な い 。 

 （ 緊 急 通 報 機 能 ） 

 第 三 十 四 条 の 四 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 で あ つ て 、 通 話 の 用 に 供 す る も の は 、 緊 急 通 報 を 発 信 す

る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 （ 電 気 的 条 件 等 ） 

 第 三 十 四 条 の 五 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 気 的 条 件 及 び 光 学 的 条 件

の い ず れ か の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 ２ 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 は 、 電 気 通 信 回 線 に 対 し て 直 流 の 電 圧 を 加 え る も の で あ つ て は な ら な

い 。 

 （ ア ナ ロ グ 電 話 端 末 等 と 通 信 す る 場 合 の 送 出 電 力 ） 

 第 三 十 四 条 の 六 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 が ア ナ ロ グ 電 話 端 末 等 と 通 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 通 話

の 用 に 供 す る 場 合 を 除 き 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 と ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 と の 接 続 点 に お い て

デ ジ タ ル 信 号 を ア ナ ロ グ 信 号 に 変 換 し た 送 出 電 力 は 、 別 表 第 五 号 の と お り と す る 。 

 （ 特 殊 な 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 ） 

 第 三 十 四 条 の 七 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 の う ち 、 第 三 十 四 条 の 二 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ る こ と

が 著 し く 不 合 理 な も の で あ つ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、

総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 特 殊 な 端 末 設 備 ） （ 特 殊 な 端 末 設 備 ） 

第 三 十 五 条 電 話 用 設 備 、 無 線 呼 出 用 設 備 、 専 用 通 信 回 線 設 備 又 は デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 に

接 続 さ れ る 端 末 設 備 の う ち 、 電 気 通 信 事 業 者 が 総 務 大 臣 の 認 可 を 受 け て 定 め る 端 末 設 備 の 接 続

の 技 術 的 条 件 に よ る こ と が 適 当 で あ る も の に つ い て は 、 第 四 章 か ら 前 章 ま で の 規 定 に か か わ ら

ず 、 そ の 技 術 的 条 件 に よ る こ と が で き る 。 

第 三 十 五 条 電 話 用 設 備 、 無 線 呼 出 用 設 備 、 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 、 専 用 通 信 回 線 設 備 又 は デ

ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 に 接 続 さ れ る 端 末 設 備 の う ち 、 電 気 通 信 事 業 者 が 総 務 大 臣 の 認 可 を 受

け て 定 め る 端 末 設 備 の 接 続 の 技 術 的 条 件 に よ る こ と が 適 当 で あ る も の に つ い て は 、 第 四 章 か ら

前 章 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 技 術 的 条 件 に よ る こ と が で き る 。 

（ 自 営 電 気 通 信 設 備 ） （ 自 営 電 気 通 信 設 備 ） 



 

 

第 三 十 六 条 第 三 条 か ら 前 条 （ 第 八 条 第 三 号 を 除 く 。 ） ま で の 規 定 は 、 自 営 電 気 通 信 設 備 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 九 条 中 「 端 末 設 備 を 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 を 」

と 、 同 条 中 「 端 末 設 備 は 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の に 限

る 。 ） は 」 と 、 第 十 七 条 か ら 第 三 十 二 条 ま で の 規 定 及 び 別 表 第 四 号 中 「 移 動 電 話 端 末 」 と あ る

の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 移 動 電 話 用 設 備 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 用 設

備 を 除 く 。 ） に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 二 条 の 二 か ら 第 三 十 二 条 の 九 ま で の 規 定 及 び 別 表

第 五 号 中 「 固 定 電 話 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 固 定 電 話 用 設 備 に 接 続 さ

れ る も の 」 と 、 第 三 十 二 条 の 十 か ら 第 三 十 二 条 の 二 十 五 ま で の 規 定 中 「 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト

コ ル 移 動 電 話 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動

電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 三 条 及 び 第 三 十 四 条 の 規 定 中 「 無 線 呼 出 端 末 」 と あ

る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 無 線 呼 出 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 四 条 の 八

及 び 第 三 十 四 条 の 九 の 規 定 中 「 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ

つ て 、 専 用 通 信 回 線 設 備 又 は デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 四 条 の

十 の 規 定 中 「 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。 

第 三 十 六 条 第 三 条 か ら 前 条 （ 第 八 条 第 三 号 を 除 く 。 ） ま で の 規 定 は 、 自 営 電 気 通 信 設 備 に つ い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 九 条 中 「 端 末 設 備 を 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 を 」

と 、 同 条 中 「 端 末 設 備 は 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の に 限

る 。 ） は 」 と 、 第 十 条 か ら 第 十 六 条 ま で の 規 定 及 び 別 表 第 三 号 中 「 ア ナ ロ グ 電 話 端 末 」 と あ る

の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る 点 に お い て 二 線 式 の 接 続

形 式 で 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 十 七 条 か ら 第 三 十 二 条 ま で の 規 定 及 び 別 表 第 四 号 中 「 移 動 電 話

端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 移 動 電 話 用 設 備 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル

移 動 電 話 用 設 備 を 除 く 。 ） に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 二 条 の 二 か ら 第 三 十 二 条 の 九 ま で の

規 定 及 び 別 表 第 五 号 中 「 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備

で あ つ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 二 条 の 十 か ら

第 三 十 二 条 の 二 十 五 ま で の 規 定 中 「 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 」 と あ る の は 「 自

営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、

第 三 十 三 条 及 び 第 三 十 四 条 の 規 定 中 「 無 線 呼 出 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て

、 無 線 呼 出 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 四 条 の 二 か ら 第 三 十 四 条 の 七 ま で の 規 定 及 び

別 表 第 五 号 中 「 総 合 デ ジ タ ル 通 信 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 総 合 デ ジ タ

ル 通 信 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 四 条 の 八 及 び 第 三 十 四 条 の 九 の 規 定 中 「 専 用 通 信

回 線 設 備 等 端 末 」 と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 、 専 用 通 信 回 線 設 備 又 は デ ジ タ ル デ

ー タ 伝 送 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 」 と 、 第 三 十 四 条 の 十 の 規 定 中 「 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 」

と あ る の は 「 自 営 電 気 通 信 設 備 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

別表第一号から別表第三号まで 削除 別表第一号 ダイヤルパルスの条件（第12条第１号関係） 

 第１ ダイヤルパルス数 

ダイヤル番号とダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「０」は、10パルスとす

る。 

 第２ ダイヤルパルスの信号 

 ダイヤルパルスの

種類 
ダイヤルパルス速度 

ダイヤルパルスメーク

率 

ミニマムポー

ズ 

10パルス毎秒方式 10±1.0パルス毎秒以内 30％以上42％以下 600ms以上 

20パルス毎秒方式 20±1.6パルス毎秒以内 30％以上36％以下 450ms以上 
 

 注１ ダイヤルパルス速度とは、１秒間に断続するパルス数をいう。 

 ２ ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接（メーク）と断（ブレーク）の時間

の割合をいい、次式で定義するものとする。 

 ダイヤルパルスメーク率＝｛接時間÷（接時間＋断時間）｝×100（％） 

 ３ ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。 

 別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件（第12条第２号関係） 

 第１ ダイヤル番号の周波数 



 

 

 ダイヤル番号 周  波  数 

１ 697Hz 及び 1,209Hz 

２ 697Hz 及び 1,336Hz 

３ 697Hz 及び 1,477Hz 

４ 770Hz 及び 1,209Hz 

５ 770Hz 及び 1,336Hz 

６ 770Hz 及び 1,477Hz 

７ 852Hz 及び 1,209Hz 

８ 852Hz 及び 1,336Hz 

９ 852Hz 及び 1,477Hz 

０ 941Hz 及び 1,336Hz 

＊ 941Hz 及び 1,209Hz 

＃ 941Hz 及び 1,477Hz 

Ａ 697Hz 及び 1,633Hz 

Ｂ 770Hz 及び 1,633Hz 

Ｃ 852Hz 及び 1,633Hz 

Ｄ 941Hz 及び 1,633Hz 
 

 第２ その他の条件 

 項     目 条          件 

信号周波数偏差 信号周波数の±1.5％以内 

信号送出電力の

許容範囲 

低群周波数 図１に示す。 

高群周波数 図２に示す。 

二周波電力差 
５dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数

の電力を超えないこと。 

信号送出時間 50ms以上 

ミニマムポーズ 30ms以上 

周期 120ms以上 
 

 注１ 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、

1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。 

 ２ ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。 

 ３ 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。 



 

 

 図１ 信号送出電力許容範囲（低群周波数） 

 

   

 注１ 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、－15.4dBm以上－3.5dBm以下であること。

供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は､－20.3dBm以上－5.8dBm以下であること。 

 ２ dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 

 図２ 信号送出電力許容範囲（高群周波数） 

 

   



 

 

 注１ 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、－14dBm以上－2.5dBm以下であること。供

給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、－20.3dBm以上－5.7dBm以下であること。 

 ２ dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 

 別表第三号 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲（第14条関係） 

 項     目 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲 

4kHzまでの送出電力 
－８dBm（平均レベル）以下で、かつ、０dBm

（最大レベル）を超えないこと。 

不要送出

レベル 

４kHzから８kHzまで －20dBm以下 

８kHzから12kHzまで －40dBm以下 

12kHz以上の各４kHz帯域 －60dBm以下 
 

 注１ 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル（実効値）であり、最大

レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル（実効値）とする。 

 ２ 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値

を絶対レベルで表した値とする。 

 ３ dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 

別表第四号 移動電話端末の送出電力の許容範囲（第30条関係） 別表第四号 ［同左］ 

 ［表略］  ［表同左］ 

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

２ 送出電力は、アナログ信号を出力する二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダ

ンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 

２ 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を

有するアナログ電話用設備と移動電話用設備との接続点において、アナログ信号を入出力

とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対

レベルで表した値とする。 

［３ 略］ ［３ 同左］ 

別表第五号 固定電話端末の送出電力（第32条の８関係） 別表第五号 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末

等と通信する場合の送出電力（第32条の８、第34条の６関係） 

項  目 固定電話端末の送出電力 

［略］ ［略］ 
 

項  目 
インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナ

ログ電話端末等と通信する場合の送出電力 

［同左］ ［同左］ 
 

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

２ 送出電力は、アナログ信号を出力する二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダ

ンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 

２ 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を

有するアナログ電話用設備とインターネットプロトコル電話用設備又は総合デジタル通信

用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オ

ームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 

［３ 略］ ［３ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

 

 
（ 端 末 機 器 の 技 術 基 準 適 合 認 定 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 三 条  端 末 機 器 の 技 術 基 準 適 合 認 定 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 総 務 省 令 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。 

  次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正

後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 当 該 改 正 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ

れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 



 

 

改  正  後 改  正  前 
（ 対 象 と す る 端 末 機 器 ） （ 対 象 と す る 端 末 機 器 ） 

第 三 条 法 第 五 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 種 類 の 端 末 設 備 の 機 器 は 、 次 の 端 末 機 器 と す る

。 

第 三 条 ［ 同 上 ］ 

一 固 定 電 話 端 末 （ 端 末 設 備 等 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 一 号 ） 第 二 条 第 二 項 第 七 号 に

規 定 す る 固 定 電 話 端 末 を い う 。 ） 

一 ア ナ ロ グ 電 話 用 設 備 （ 電 話 用 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 で あ っ て

、 主 と し て 音 声 の 伝 送 交 換 を 目 的 と す る 電 気 通 信 役 務 の 用 に 供 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。

） で あ っ て 、 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 を 接 続 す る 点 に お い て ア ナ ロ グ 信 号 を 入 出 力 と

す る も の を い う 。 ） 又 は 移 動 電 話 用 設 備 （ 電 話 用 設 備 で あ っ て 、 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信

設 備 と の 接 続 に お い て 電 波 を 使 用 す る も の を い う 。 ） に 接 続 さ れ る 電 話 機 、 構 内 交 換 設 備 、

ボ タ ン 電 話 装 置 、 変 復 調 装 置 、 フ ァ ク シ ミ リ そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 端 末 機 器 （ 第 三

号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

二 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 （ 端 末 設 備 等 規 則 第 二 条 第 二 項 第 九 号 に 規 定 す る

イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 を い う 。 ） 

二 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話 用 設 備 （ 電 話 用 設 備 （ 電 気 通 信 番 号 規 則 （ 令 和 元 年 総 務 省

令 第 四 号 ） 別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電 話 番 号 を 使 用 し て 提 供 す る 音 声 伝 送 役 務 の 用 に 供 す る

も の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に お い て イ ン タ ー ネ ッ ト

プ ロ ト コ ル を 使 用 す る も の を い う 。 ） に 接 続 さ れ る 電 話 機 、 構 内 交 換 設 備 、 ボ タ ン 電 話 装 置

、 符 号 変 換 装 置 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル と 音 声 信 号 を 相 互 に 符 号 変 換 す る 装 置 を い う 。

） 、 フ ァ ク シ ミ リ そ の 他 呼 の 制 御 を 行 う 端 末 機 器 

三 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 （ 端 末 設 備 等 規 則 第 二 条 第 二 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 専 用 通 信 回 線

設 備 等 端 末 を い う 。 ） 

三 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 用 設 備 （ 移 動 電 話 用 設 備 （ 電 気 通 信 番 号 規 則 別 表 第 四

号 に 掲 げ る 音 声 伝 送 携 帯 電 話 番 号 を 使 用 し て 提 供 す る 音 声 伝 送 役 務 の 用 に 供 す る も の に 限 る

。 ） で あ っ て 、 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に お い て イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル

を 使 用 す る も の を い う 。 ） に 接 続 さ れ る 端 末 機 器 

四 第 一 号 か ら 前 号 ま で に 掲 げ る も の 以 外 の 端 末 機 器 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の に 限 る 。

） 

四 無 線 呼 出 用 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 で あ っ て 、 無 線 に よ っ て 利

用 者 に 対 す る 呼 出 し （ こ れ に 付 随 す る 通 報 を 含 む 。 ） を 行 う こ と を 目 的 と す る 電 気 通 信 役 務

の 用 に 供 す る も の を い う 。 ） に 接 続 さ れ る 端 末 機 器 

［ 削 る ］ 五 総 合 デ ジ タ ル 通 信 用 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 で あ っ て 、 主 と し

て 六 四 キ ロ ビ ッ ト 毎 秒 を 単 位 と す る デ ジ タ ル 信 号 の 伝 送 速 度 に よ り 符 号 、 音 声 そ の 他 の 音 響

又 は 影 像 を 統 合 し て 伝 送 交 換 す る こ と を 目 的 と す る 電 気 通 信 役 務 の 用 に 供 す る も の を い う 。

） に 接 続 さ れ る 端 末 機 器 

［ 削 る ］ 六 専 用 通 信 回 線 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 で あ っ て 、 特 定 の 利 用 者

に 当 該 設 備 を 専 用 さ せ る 電 気 通 信 役 務 の 用 に 供 す る も の を い う 。 ） 又 は デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送

用 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 で あ っ て 、 デ ジ タ ル 方 式 に よ り 専 ら 符

号 又 は 影 像 の 伝 送 交 換 を 目 的 と す る 電 気 通 信 役 務 の 用 に 供 す る も の を い う 。 ） に 接 続 さ れ る

端 末 機 器 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

様式第７号（第10条、第22条、第29条及び第38条関係） 様式第７号（第10条、第22条、第29条及び第38条関係） 

表示は、次の様式に記号Ａ及び技術基準適合認定番号又は記号Ｔ及び設計認証番号を付加し

たものとする。 

表示は、次の様式に記号Ａ及び技術基準適合認定番号又は記号Ｔ及び設計認証番号を付加し

たものとする。 



 

 

  

［図略］ 

［注１～４ 略］ 

端 末 機 器 の 種 類 記 号 

一 第３条第１項第１号に掲げる端末機器 Ｇ 

二 第３条第１項第２号に掲げる端末機器 Ｈ 

三 第３条第１項第３号に掲げる端末機器 Ｐ 

四 第３条第１項第４号に掲げる端末機器 Ｑ 

 

 

 

［図同左］ 

［注１～４ 同左］ 

端 末 機 器 の 種 類 記 号 

一 第３条第１項第１号に掲げる端末機器 Ａ 

二 第３条第１項第２号に掲げる端末機器 Ｅ 

三 第３条第１項第３号に掲げる端末機器 Ｆ 

四 第３条第１項第４号に掲げる端末機器 Ｂ 

五 第３条第１項第５号に掲げる端末機器 Ｃ 

六 第３条第１項第６号に掲げる端末機器 Ｄ 

 

 

 

 

様式第十五号（第45条関係） 様式第十五号（第45条関係） 

登録申請書 

                               年  月  日 

 総務大臣 殿 

                  郵便番号 

                  住  所 

                 （ふりがな） 

                  氏  名（法人にあっては、名称及び代表者 

                      の氏名） 

                  電話番号 

電気通信事業法第68条の３第１項の登録を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

［１～４ 略］ 

［注１ 略］ 

２ 修理の方法の概要には、修理の箇所（表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、

ボタン、差込み口、コネクタ、バイブレータ及び電池等）について記載すること。なお、修

理する特定端末機器の認証設計又は届出設計に合致するよう修理を行う場合は、修理の箇所

のほか、その旨を記載すること。 

［３・４ 略］ 
 

登録申請書 

                               年  月  日 

 総務大臣 殿 

                  郵便番号 

                  住  所 

                 （ふりがな） 

                  氏  名（法人にあっては、名称及び代表者 

                      の氏名） 

                  電話番号 

電気通信事業法第68条の３第１項の登録を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

［１～４ 同左］ 

［注１ 同左］ 

２ 修理の方法の概要には、修理の箇所（表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、

ボタン、差込み口、コネクタ、バイブレーター及び電池等）について記載すること。なお、

修理する特定端末機器の認証設計又は届出設計に合致するよう修理を行う場合は、修理の箇

所のほか、その旨を記載すること。 

［３・４ 同左］ 
 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

 

   附  則 

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条  こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 中 端 末 設 備 等 規 則 第 三 十 二 条

の 二 十 三 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 同 令 第 三 十 二 条 の 二 十 四 の 改 正 規 定 は 令 和 七 年 七 月 一 日 か ら

施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

第 二 条  第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 端 末 設 備 等 規 則 の 条 件 に 適 合 す る 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設

備 で あ っ て 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に 電 気 通 信 事 業 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 五 十 三 条 第 一 項 に

規 定 す る 技 術 基 準 適 合 認 定 、 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 設 計 認 証 、 法 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 端 末 設 備 の 接 続 の 検 査 若 し く は 法 第 七 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 自 営 電 気 通 信 設 備 の 接 続 の 検

査 を 受 け 、 又 は 法 第 六 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 届 出 を 行 っ た も の の 技 術

基 準 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。 

第 三 条  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 端 末 機 器 の 技 術 基 準 適 合 認 定 等 に 関 す

る 規 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 端 末 機 器 に 付 さ れ て い る 旧 規 則 様 式

第 七 号 に よ る 表 示 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 


